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〇一関市乳児等通園支援事業実施要綱 

令和７年３月31日 

告示第113号 

（目的） 

第１ この告示は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）

第34条の15第２項で規定する乳児等通園支援事業（以下「事業」という。）の

実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２ 事業の実施主体は、一関市（以下「市」という。）とする。ただし、事業

の一部又は全部を、市が事業を適切に実施できると認めた者に委託することが

できるものとする。 

 （実施施設） 

第３ 事業を実施する施設（以下「実施施設」という。）の名称及び位置は、次

の表のとおりとする。ただし、令和７年６月30日までの間は、同表中「一関市

立摺沢こども園」の位置は「一関市大東町摺沢字沼田10番地２」と読み替える

ものとする。 

名称 位置 

一関あおば保育園 一関市山目字前田13番地１ 

一関市立摺沢こども園 一関市大東町摺沢字観音堂82番地２ 

千厩保育園 一関市千厩町千厩字宮田23番地 

一関市立東山こども園 一関市東山町長坂字西本町130番地１ 

一関市立室根こども園 一関市室根町折壁字八幡沖373番地１ 

一関市立川崎こども園 一関市川崎町薄衣字上段46番地１ 

一関市立藤沢こども園 一関市藤沢町藤沢字仁郷41番地２ 

２ 前項に掲げる施設のほか、一関市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

（令和７年一関市告示第65号）第５に定める認可を受けた施設において事業を

実施することができる。 

（対象児童） 

第４ 事業の対象となる児童は、市の区域内に居住する満０歳６か月から満３歳

未満の児童（以下「児童」という。）で、かつ、次の各号に掲げる施設のいず

れにも在籍していない児童とする。ただし、重篤な疾病などにより、集団生活
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が困難であると実施施設の管理者が判断した児童は除く。 

 法第39条に規定する保育所（以下「保育所」という。） 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成18年法律第77号）第２条第６項に規定する認定こども園（以下「認定

こども園」という。） 

 法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業を行う施設（以下「家庭的

保育事業所」という。） 

 法第６条第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事

業所内保育事業を行う施設であって、法第34条の15第２項の認可を受けた地

域型保育事業所（以下「地域型保育事業所」という。） 

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する幼稚園（以下「幼稚

園」という。） 

 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条の２に規定する仕事・

子育て両立支援事業に取り組む企業主導型保育施設（以下「企業主導型保育

施設」という。） 

（事業の内容） 

第５ 実施施設は、乳児等通園支援（事業として行う児童への遊び及び生活の場

の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。）

を行うものとする。 

２ 乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚

生省令第63号）第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針（保育所保育指針）

に準じ、事業の特性に留意して、事業を利用する児童（以下「利用児童」とい

う。）及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。 

 （利用定員及び事業を実施する日時） 

第６ 利用定員（同一の施設及び時間帯において同時に利用できる人数をいう。

以下同じ。）及び事業を実施する日時は、利用の希望状況や職員の配置状況な

どに応じて、実施施設ごとに市長又は市が事業を委託した事業者（以下「事業

受託者」という。）が定める。 

２ 市長又は事業受託者が特に必要があると認めたときは、前項に定める利用定

員及び事業を実施する日時を変更することができる。 

 （利用可能時間） 

第７ 事業を利用することができる時間は、児童１人につき１月当たり10時間を

上限とする。 
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 （実施期間） 

第８ 事業の実施期間は、令和７年４月１日から令和８年３月31日までとする。 

 （実施の基準等） 

第９ 事業は、一関市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（令和７年一関市条例第７号。以下「条例」という。）の規定に基づき実

施するものとする。 

 （実施方式） 

第10 実施施設は、条例第20条に定める一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用

型乳児等通園支援事業のいずれかの事業を実施するものとする。 

（利用登録） 

第11 事業を利用しようとする児童の保護者は、乳児等通園支援事業利用登録申

請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ登録の可否を決定し、

その結果を乳児等通園支援事業利用登録承認（不承認）通知書（様式第２号）

により当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の審査により事業の利用登録を承認した児童（以下「登録児童」

という。）の保護者に対し、１月当たり10時間分の利用券を交付する。 

４ 第１項及び第２項の規定に関わらず、一関市こども誰でも通園制度試行的事

業実施要綱（令和６年一関市告示第304号）第10の規定により登録された児童

であって、令和７年４月１日時点で第４の規定による対象児童の要件を満たす

児童は、事業の利用登録を承認されたものとみなす。 

（登録内容の変更又は抹消） 

第12 登録児童の保護者は、登録事項に変更が生じたとき又は登録を抹消したい

ときは、乳児等通園支援事業利用登録変更（抹消）届（様式第３号）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、登録児童が次の各号に定める事項に該当するときは、利用登録を抹

消するものとする。 

 登録児童の保護者から前項に定める抹消届の提出を受けたとき。 

 登録児童が市の区域外に転居したとき。 

 登録児童が満３歳に到達したとき。 

 登録児童が保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、地域型保育事業所、

幼稚園又は企業主導型保育施設のいずれかに入所したとき。 

（利用申込み） 
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第13 登録児童の保護者は、利用を希望する日の５日前までに、実施施設に電話、

口頭又はその他の方法により利用申込みを行わなければならない。 

２ 実施施設は、前項の利用申込みがあった場合は、利用定員の範囲内において

当該児童の受入れをしなければならない。ただし、職員配置、事業所の機能等

の正当な理由により事業の提供が困難である場合は、その具体的な理由ととも

に市長に報告しなければならない。 

３ 第１項の利用申込みを受け付けた実施施設は、当該利用児童が当該実施施設

を初めて利用する場合は、利用児童の氏名及び生年月日を市長に報告するもの

とする。 

４ 市長は、実施施設から前項の報告があったときは、当該児童の登録内容を、

実施施設に提供するものとする。 

５ 前項の提供を受けた実施施設は、利用の可否を判断し、その結果を速やかに

登録児童の保護者に伝達するものとする。 

（事前面談等） 

第14 実施施設は、利用児童が初めて事業を利用する前に、制度の意義や利用に

当たっての基本的事項等の伝達を行い、事業を利用する児童の特徴や保護者の

意向等を把握することを目的として、保護者と事前の面談を行うことができる。 

２ 実施施設は、保育に慣れるまで時間のかかる児童に対する対応として、利用

の初期に親子通園（保護者と利用児童が、保育室等で保育の様子を一緒に見学

し、保育士からの助言等を受けられる支援のことをいう。以下同じ。）を行う

ことができる。ただし、児童の育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や

利用の条件になることがないよう留意しなければならない。 

 （給食等の提供） 

第15 実施施設は、給食等の提供について、利用児童の保護者に対応状況が分か

るよう周知を行うとともに、提供を行う場合にあっては、衛生管理やアレルギ

ー対応等、適切な実施に留意しなければならない。 

（利用券の提出等） 

第16 利用児童の保護者は、事業を利用した時間分の利用券を、利用した施設に

その都度提出しなければならない。 

２ 利用券は、原則として再交付しない。 

（費用の負担） 

第17 利用児童の保護者は、利用児童１人につき１時間当たり300円の費用を負

担しなければならない。ただし、次の各号に掲げる世帯については、利用児童
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１人につき１時間当たりの費用は、当該各号に掲げる額とする。 

 第11第１項の申請に基づき、生活保護法（昭和25年法律第144号）による

被保護世帯であると市長が認めた世帯 ０円 

 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度（８月まで

は前年度、９月以降は当年度とする。以下同じ。）分の市町村民税が課され

ない者である世帯（前号の場合を除く。） 利用児童１人につき１時間当た

り60円 

 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町

村民税所得割合算額が７万7,101円未満である世帯 90円 

２ 前項各号に掲げる世帯のほか、要保護児童対策地域協議会に登録された児童

（法第６条の３第５項に規定する要支援児童又は同条第８項に規定する要保

護児童をいう。）が属する世帯又は特に支援が必要であると市長が認めた世帯

については、利用児童１人につき１時間当たりの費用を150円とすることがで

きる。 

（実施報告） 

第18 実施施設は、事業完了後、事業の実施実績を速やかに市長に報告しなけれ

ばならない。 

 （補則） 

第19 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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様式第１号（第11関係） 

乳児等通園支援事業利用登録申請書 

    年  月  日 

一関市長 様 

                          申請者（保護者）       

氏名           

次のとおり乳児等通園支援事業を利用したいので、登録を申請します。 

また、事業の利用に当たっては、一関市乳児等通園支援事業実施要綱の規定を遵守することを誓約し

ます。 

① 利用児童、保護者 

申

込

児

童 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
性別 男  ・  女 

氏 名  生年

月日 
  年  月  日生（  歳） 

保

護

者 

現住所 
〒   － 電話 

番号 

令 和 ７ 年  

１ 月 １ 日  

現 在 の 住 所  

父 

□現住所と同じ 

〒   －  母 

□現住所と同じ 

〒   －  

事業の利用をはじめようとする

月 
      月から 

② 世帯の状況 

区
分  

氏   名 
児童
との
続柄 

生年月日 
勤務先・ 
学校名等 

備考 

保

護

者 

父   年  月  日 同居・別居 

母   年  月  日 同居・別居 

保

護

者

以

外

の

同

居

者

   年  月  日 
 生計 

同一・別 

   年  月  日 
 生計 

同一・別 

   年  月  日 
 生計 

同一・別 

   年  月  日 
 生計 

同一・別 

生 活 保 護 の 状 況 適用なし  適用あり（    年   月   日保護開始） 

③ 税情報等の提供に当たっての署名欄 

 事業の実施に必要な範囲で、申請者の世帯の税務情報等の公簿等を、市が閲覧及び調査すること。

また、申請内容や同意して得た情報について、登録の審査、利用料金の決定及びその他の附帯業務の

ために市が利用すること、また、当該情報を利用施設の運営事業者に提供することに同意します。 

保護者氏名（自署）
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様式第２号（第11関係） 

第     号 

年  月  日 

様 

一関市長          □印 

乳児等通園支援事業利用登録承認（不承認）通知書 

乳児等通園支援事業の利用登録について、次のとおり決定したので、通知します。 

決 定 の 内 容 承 認 ・ 不承認 

児 童 氏 名

( 生 年 月 日 ) (       年   月   日生) 

費 用 負 担 額 １時間当たり        円 

登 録 の 内 容 登録申請書のとおり 

不承認の場合、その理由 

１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に一関市長に対して審査請求することができます。 

２ 上記１のほか、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に一関市

（訴訟において一関市を代表するものは、一関市長となります。）を被告として決定の取消

しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、決定の取消

しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この決定（審査請求した場合には、その審査請求に

対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや

処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、

上記の期間やこの決定（審査請求した場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の

翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴え

を提起することが認められる場合があります。 
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様式第３号（第12関係） 

年  月  日 

一関市長         様 

保護者 住  所 

氏  名              

電話番号 

乳児等通園支援事業利用登録変更（抹消）届 

次のとおり乳児等通園支援事業の利用登録内容を変更（抹消）したいので、届け出ます。 

児 童 氏 名

( 生 年 月 日 )
(       年   月   日生) 

変更する内容


